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株式会社チャリロトに対する債権の一部放棄及び特別利益の発生に関するお知らせ 
 

当社は､本日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である株式会社チャリロトに対する債権の一

部について債権放棄する旨の決議を行いました。 

これに伴い、債権回収による特別利益が発生する見込みとなりましたので下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

 
１．株式会社チャリロトの概要 

 （１）商   号   株式会社チャリロト 

 （２）代 表 者   代表取締役 上田 博雄 

 （３）所 在 地   東京都渋谷区丸山町 5－18 

 （４）設立年月日   平成 18 年 12 月 13 日 

 （５）資本金の額   104 百万円 

 （６）事 業 内 容      公営競技オンラインサービス事業 

 

２．債権放棄に至った経緯 

当社は、平成21年２月27日付で公表した「第三者割当増資に伴うグループ会社の異動に関するお知

らせ」のとおり、株式会社チャリロトは連結子会社から持分法適用関連会社に異動いたしました。こ

れに伴い、当社では同社の経営権及び支配権を有しておりませんが、当社は同社に対する貸付金債権

873百万円を保有しております。 

同社は、平成20年12月期に業績不振により大幅な債務超過に陥り、自力での債務超過解消、借入金

の返済等は困難な状況にあります。このような状況下、当社は同社に対し、資金提供という形での追

加支援が困難であることから、同社は存続のために増資による資金調達を計画しております。 

当社は、同社の筆頭株主及び経営陣と同社の再建について協議した結果、次のとおり債権支払に関

し、合意することといたしました。合意内容は当社が同社に対し保有する貸付金債権873百万円のう

ち、723百万円の切捨てを行い、残りの150百万円は、平成21年３月31日までに50百万円を、平成21年

12月25日までに100百万円を現金にて同社が当社に支払うものであります。なお、債権の切捨てにつ

きましては、これらの条件を満たした時点で実施する内容となっております。 

当社といたしましては、一部債権を放棄し、貸付金の回収に努めることで、当社の債務超過状況を

早期に解消するとともに、同社の再建を早期に行い、今後は同社からの配当金や同社株式の売却によ

る収益を確保していく方針を採ることといたしました。 

これにより、当社の資金状況が良化し、かつ債務超過解消にも近づくこととなります。 

 

 



３．放棄する債権の種類及び金額 

   債権の種類   貸付金債権 

   債権放棄の金額  723百万円（債権の総額873百万円）  

 

４．当該事象の業績に与える影響 

 当該債権放棄により発生する損失につきましては、平成20年12月期に債権の総額を貸倒引当金とし

て特別損失に計上しており、今回の債権放棄による特別損失の計上はございません。なお、同社への

貸付金の一部を回収した際は、貸倒引当金の戻入益として特別利益を下記のとおり計上する予定でお

ります。 

 

平成21年12月期の特別利益見込み金額      150百万円 

 

以上 


